
査
を
し
た
連
結
計
算
書
類
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を

株
主
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
旨
を
取
締
役
に
請
求

し
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
旨
を
株
主
に
対

し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
を
し
た
連
結
計
算
書
類
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を

株
主
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
旨
を
取
締
役
に
請
求

し
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
旨
を
株
主
に
対

し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

﹇
略
﹈

８

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
会
社
法
施
行
規
則
及
び
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

会
社
法
施
行
規
則
及
び
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
法
務
省
令
第
四
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
失
効
）

（
失
効
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
会
社
法
施
行

規
則
の
目
次
（
こ
の
省
令
に
よ
り
改
め
た
部
分
に

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
会
社
法
施
行

規
則
の
目
次
（
こ
の
省
令
に
よ
り
改
め
た
部
分
に

母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
母
子
健
康
手
帳
の
様
式
）

（
母
子
健
康
手
帳
の
様
式
）

第
七
条

法
第
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
母
子
健
康
手
帳
の
様
式
は
、
様
式
第
三
号
又
は
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
、
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
も
の
に
よ
る
。

第
七
条

法
第
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
母
子
健
康
手
帳
の
様
式
は
、
様
式
第
三
号
又
は
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
、
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
も
の
に
よ
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

妊
産
婦
の
健
康
管
理
及
び
乳
幼
児
の
養
育
に
つ
い
て
の
相
談
窓
口
に
関
す
る
情
報

（
新
設
）

五
〜
七

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
会
社
法
施
行
規
則
第
百
三
十
三
条
の
改
正
規
定
及

び
第
二
条
中
会
社
計
算
規
則
第
百
三
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

限
る
。）並
び
に
第
百
三
十
三
条
（
こ
の
省
令
に
よ

り
加
え
た
部
分
に
限
る
。）及
び
第
百
三
十
三
条
の

二
の
規
定
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
会

社
計
算
規
則
の
目
次
（
こ
の
省
令
に
よ
り
改
め
た

部
分
に
限
る
。）及
び
第
百
三
十
三
条
の
二
の
規
定

は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
限
り
、
そ
の
効
力

を
失
う
。

限
る
。）並
び
に
第
百
三
十
三
条
（
こ
の
省
令
に
よ

り
加
え
た
部
分
に
限
る
。）及
び
第
百
三
十
三
条
の

二
の
規
定
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
会

社
計
算
規
則
の
目
次
（
こ
の
省
令
に
よ
り
改
め
た

部
分
に
限
る
。）及
び
第
百
三
十
三
条
の
二
の
規
定

は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
限
り
、
そ
の
効
力

を
失
う
。
た
だ
し
、
同
日
ま
で
に
招
集
の
手
続
が

開
始
さ
れ
た
定
時
株
主
総
会
に
係
る
提
供
事
業
報

告
（
会
社
法
施
行
規
則
第
百
三
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
提
供
事
業
報
告
を
い
う
。）及
び
提
供
計

算
書
類
（
会
社
計
算
規
則
第
百
三
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
提
供
計
算
書
類
を
い
う
。）の
提
供
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信




